
年
金
は
金
融
機
関
の

指
定
口
座
に
振
り
込
み

敬老年金
障害年金

受
給
手
続
き
は
お
済
で
す
か
？

受
給
手
続
き
は
お
済
で
す
か
？

受
給
手
続
き
は
お
済
で
す
か
？

受
給
手
続
き
は
お
済
で
す
か
？

「
年
金
支
給
申
請
書
」
を
福
祉
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

※申請書を提出しないと年金が受けられません
　

町
で
は
、
９
月
に
敬
老
年
金
と

障
害
年
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

行
政
事
務
を
簡
素
化
す
る
た
め
、

金
融
機
関
（
郵
便
局
は
除

く
。
）
の
指
定
口
座
に
年

金
を
振
り
込
み
ま
す
の
で
、

「
年
金
支
給
申
請
書
」
を

福
祉
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

申
請
書
を
提
出
さ
れ
な

い
と
、
年
金
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

す
で
に
対
象
と
な
る
方

に
は
、
手
続
き
に
必
要
な

書
類
を
お
送
り
し
て
お
り

ま
す
。

　

な
お
、
障
害
年
金
を
受

給
さ
れ
る
場
合
は
、
資
格

を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
障
害
者
手
帳
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

　

敬
老
年
金
、
障
害
年
金
の
受
給

資
格
要
件
と
支
給
額
は
、
表
１
の

と
お
り
で
す
。

　

受
給
す
る
に
は
、

９
月
１
日
現
在
に
お

い
て
受
給
資
格
要
件

を
満
た
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

満７５歳以上の方

満９０歳以上の方

身体障害者　１級、２級の方

身体障害者　３級の方

知的障害者　Ａの方

知的障害者　Ｂの方

年額　　６，０００円

年額　１０，０００円

年額　１０，０００円

年額　　６，０００円

年額　１０，０００円

年額　　６，０００円

受給資格要件 支　給　額

敬老

年金

障害

年金

（表１）敬老年金、障害年金の受給資格要件と支給額

問い合わせ　福祉課　℡３６６・７１１６

老人保健
負
担
割
合
を
判
定

あ
な
た
の
医
療
費
負
担
は
１
割
？
２
割
？

変
更
に
な
る
場
合
は
、
新
受
給
者
証
を
交
付

老
人
保
健
で

医
療
機
関
に
か
か
る
人
は
？

負
担
割
合
を
判
定

一
定
以
上
所
得
者
は
、
２
割

限
度
額
適
用
・
入
院
時
食
事

負
担
額
減
額
認
定

基
準
収
入
額
適
用
申
請

医療機関の窓口では、必ず老人医療受給者証を提示してください！

次の場合は必ず届出を

老人医療受給者の方が いつまでに 必要なものは

◆
７５
歳
（
一
定
の
障
害
の
あ
る
方

は
６５
歳
）
以
上
の
方

◆
昭
和
７
年
９
月
３０
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方

 
 

医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は
、

必
ず
「
健
康
保
険
証
」
・
「
老
人

医
療
受
給
者
証
」
・
「
健
康
手
帳
」

を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

（
特
に
「
老
人
医
療
受
給
者
証
」

に
は
、
窓
口
負
担
割
合
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
窓
口
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
）

　

負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
場
合

は
、
新
受
給
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

老
人
医
療
受
給
者
の
皆
様
に
は
、

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
か
か
っ
た

医
療
費
の
１
割
ま
た
は
２
割
を
負

担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、

毎
年
判
定
が
行
わ
れ
、
負
担
割
合

が
変
更
に
な
る
場
合
は
、
新
し
い

受
給
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

負
担
割
合
の
判
定
は
、
８
月
１

日
現
在
の
世
帯
状
況
と
前
年
所
得
（
平

成
17
年
分
）

が
基
準
と

な
り
ま
す
。

　

医
療
機

関
等
の
窓

口
で
支
払

う
一
部
負

担
金
は
、

原
則
と
し

て
か
か
っ

た
医
療
費

の
１
割
で

す
が
、
一
定
以
上
所
得
者
は
２
割

と
な
り
ま
す
。

　

負
担
割
合
の
判
定
に
よ
っ
て
、

負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
場
合
は
、

新
た
な
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
た

受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
交
付
し

ま
す
の
で
、
前
の
受
給
者
証
は
必

ず
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。
新
た
な

負
担
区
分
は
、
８
月
１
日
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

　

「
２
割
」
の
負
担
と
判
定
さ
れ

た
受
給
者
の
方
で
も
、
次
の
条
件

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

「
１
割
」
と
な
り
ま
す
が
、
申
請

が
必
要
で
す
。

【
１
割
と
な
る
条
件
】

◆
同
じ
世
帯
に
お
い
て
、
他
に
70

歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
（
65
歳
以

上
で
老
人
医
療
の
障
害
認
定
を
受

け
て
い
る
方
も
含
む
。
）
が
み
え

る
場
合

　

･･･

合
計
収
入
額
５
２
０
万
円

未
満

◆
同
じ
世
帯
に
お
い
て
、
他
に
70

歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
（
65
歳
以

上
で
老
人
医
療
の
障
害
認
定
を
受

け
て
い
る
方
も
含
む
。
）
が
み
え

な
い
場
合　

　

･･･

合
計
収
入
額
３
８
３
万
円

未
満

　

「
１
割
」
負
担
の
適
用
を
受
け

る
に
は
、
「
基
準
収
入
額
適
用
申

請
書
」
を
福
祉
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
に
属

す
る
老
人
医
療
受
給
者
の
方
は
、

申
請
に
よ
り
入
院
時
の
食
事
負
担

額
等
が
軽
減
さ
れ
ま
す
の
で
、
福

祉
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

福
祉
課　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

被保険者証・印鑑・所得判定用証明書

医療受給者証・印鑑

被保険者証・印鑑

医療受給者証・印鑑

医療受給者証・印鑑

督促状

国民健康保険庁 健康保険課/国民年金係

〒○○○-○○○○
東京都○○○○○○○

国民健康保険負担割合変更のお知らせ

発　行　年　月　日
平成18年5月1日

整　理　番　号
０２３００８５０７１

この度、平成18年度から国民健康保険の負担割合変更に伴い調
査した結果、あなたは下記のいずれかに該当されます。

平成18年4月1日より、国民健康保険の負担割合が変更されました。
平成18年6月16日までにご連絡いただけない場合は、現在お持ちの
保険証が使用停止となりますので、至急ご連絡くださいます様、
通知致します。

◎尚、ご連絡いただけない場合、国民健康保険の使用停止及び、
　下記の項目が執行されます。

◎本状が届いた方で心当たりがない場合でも、ご連絡いただけな
　いと上記項目が執行される場合がございますので、必ずお問い
　合わせ下さい。

お問い合わせは下記のダイヤルへご連絡下さい。
お問い合わせの際に、左上記載の「管理番号」をお知らせ下さい。

①年金未納期間が過去・現在を問わずある方

②保険証切り替え時、期間の開いた方

③住民税等、未納税のある方

④親族の方で、確定申告をされていない方

⑤自動車税及び、重量税違反金の支払いが未納の方
　※）駐車違反等も含まれます。

⑥自己破産の免責が下りて9年未満の方

○国民健康保険証の無期限効力停止

○預金口座の差し押さえ

○育児手当の停止

○給与、固定資産等の差し押さえ

℡０３（００００）００００

国民健康保険庁 健康保険課/国民年金係

見　　本

「
国
民
健
康
保
険
庁
」
を
名
乗
る
団
体
か
ら
の

　
　
　
　
　

       

ハ
ガ
キ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

「国民健康保険庁」なる国家組織は

存在せず、厚生労働省や川越町とは

無関係です!!

　

最
近
、
県
内
の
複
数
の
市
町
か

ら
、
『
「
国
民
健
康
保
険
庁
」
か

ら
「
国
民
健
康
保
険
負
担
割
合
変

更
の
お
知
ら
せ
」
の
ハ
ガ
キ
が
到

着
し
た
』
、
『
「
年
金
未
納
期
間

が
あ
る
方
、
住
民
税
等
の
未
納
が

あ
る
方
」
等
は
「
国
民
健
康
保
険

証
の
無
期
限
停
止
」
、
「
預
金
口

座
の
差
し
押
さ
え
」
等
が
執
行
さ

れ
る
の
で
連
絡
を
と
る
よ
う
要
請

さ
れ
た
』
等
の
相
談
が
住
民
よ
り

寄
せ
ら
れ
た
と
の
情
報
提
供
が
あ
り

ま
し
た
。

　

「
国
民
健
康
保
険
庁
」
な
る
国
家

組
織
は
存
在
せ
ず
、
厚
生
労
働
省
や

川
越
町
と
は
無
関
係
で
す
。
こ
の
よ

う
な
ハ
ガ
キ
が
届
い
て
も
一
切
連
絡

を
と
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。  

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課

　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

※このような名称の国家組織は存在しません!!

医療機関の窓口には、

必ず老人保健医療受給者証を

提出してくださいね！

45

一定以上所得者の条件（①または②に該当）
　①課税所得額が145万円以上の老人医療受給者

　②課税所得額が145万円以上の70歳以上の方、

　　または老人医療受給者と同じ世帯にみえる老

　　人医療受給者

他の市町村から転入したとき　　　　　　　

同一市町村内で住所を変更したとき　

加入する医療保険が変わったとき　

他の市町村に転出するとき　　　　　

死亡したとき　　　　　　　　　　

14日以内　　　

14日以内

14日以内　

すみやかに

14日以内　　


